
 

 
 

支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

３０９ 重症急性膵炎等に対するオクトレオチド酢酸塩注射液の算定について 

 

《令和６年９月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対するオクトレオチド酢酸塩注射液（サンドスタチン皮下注

等）の算定は、原則として認められない。 

⑴ 重症急性膵炎 

⑵ 膵液瘻 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

オクトレオチド酢酸塩注射液（サンドスタチン皮下注等）は、持続性ソマト

スタチンアナログ製剤である。ソマトスタチンは、広く諸臓器に分布し、内・

外分泌、腸管運動等に対して抑制的に作用することが知られている。このため、

重症急性膵炎、膵液瘻に対して使用されることが考えられるが、急性膵炎のガ

イドライン等に有効性は示されていない。 

以上のことから、重症急性膵炎、膵液瘻に対する当該医薬品の算定は、原則

として認められないと判断した。 
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